
ほ
じ
め
に
 
 

徳
川
三
百
年
の
鎖
国
に
よ
っ
て
、
国
際
的
に
「
井
の
中
の
蛙
」
で
あ
っ
た
日
本
は
、
明
治
維
新
の
開
国
に
よ
り
、
西
欧
諸
国
の
文
物
を
 
 

目
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
か
ら
受
け
た
衝
撃
は
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
。
「
箱
入
り
娘
」
日
本
は
、
西
欧
諸
国
の
間
に
あ
っ
て
、
 
 

そ
の
操
を
守
り
了
せ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
た
め
に
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
辛
苦
は
、
想
像
す
る
に
難
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

ま
ず
明
治
政
府
は
、
徳
川
幕
藩
体
制
を
解
き
、
西
欧
列
強
に
伍
し
て
ゆ
く
た
め
に
、
わ
が
国
の
近
代
化
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
 
 

た
。
そ
れ
は
、
政
治
、
社
会
、
経
済
、
文
化
等
々
各
般
に
亙
り
、
い
わ
ゆ
る
「
ア
ジ
ア
的
停
滞
」
か
ら
の
脱
出
を
呂
ぎ
す
も
の
で
あ
っ
 
 

た
。
文
明
開
化
、
殖
産
興
業
、
富
国
強
兵
の
静
策
が
、
精
力
的
に
と
ら
れ
た
理
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
原
始
資
本
の
蓄
横
が
乏
し
い
状
態
 
 

で
、
こ
れ
を
遂
行
す
る
こ
と
ほ
極
め
て
困
難
で
あ
っ
た
。
 
 
 

知
識
、
と
く
に
生
産
技
術
に
つ
な
が
る
科
学
知
識
を
は
じ
め
、
社
会
資
本
、
生
産
的
設
備
資
本
等
の
番
横
は
乏
し
か
っ
た
。
所
得
水
準
 
 

は
低
く
、
経
常
的
貯
蓄
か
ら
の
資
本
形
成
に
望
み
を
か
け
る
こ
と
ほ
、
困
難
で
あ
る
。
「
強
制
貯
蓄
」
も
然
り
で
あ
る
。
税
制
が
ま
だ
不
 
 

五
 
 
 

戦
前
外
債
小
史
 
 
序
 
 

戦
 
前
 
 吉

田
清
成
 
の
 
こ
 
と
ど
 
も
 
 

序
 
 

債
 
小
 
史
 
 

宇
 
野
 
健
 
吾
 
 



六
 
 

億
で
あ
っ
た
か
ら
、
財
政
に
そ
れ
を
頼
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
「
貧
困
の
悪
循
環
」
か
ら
の
脱
却
ほ
、
極
め
て
困
難
だ
っ
 
 

た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
悪
循
環
」
、
「
停
滞
」
 
か
ら
の
脱
却
・
脱
出
の
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
方
策
が
採
ら
れ
る
の
が
よ
い
か
 
 

に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
議
論
も
あ
っ
た
が
、
外
国
か
ら
の
資
本
、
技
術
の
導
入
が
、
そ
の
一
翼
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
 
 

っ
い
て
、
国
内
に
お
い
て
賛
否
の
諭
が
お
こ
っ
た
。
ま
た
そ
の
評
価
も
分
れ
る
こ
と
を
、
日
本
資
本
主
義
発
達
史
紛
争
が
教
え
て
い
 
 

る
。
 
 
 

以
下
で
は
、
戦
前
に
発
行
さ
れ
た
外
債
、
即
ち
、
明
治
三
年
九
分
利
付
外
国
公
債
（
旧
外
債
）
か
ら
、
昭
和
六
年
五
分
玉
屋
付
金
貨
社
 
 

債
ま
で
の
六
十
八
銘
柄
の
中
、
初
期
の
も
の
若
干
を
採
り
上
げ
、
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
 
 

一
、
六
十
八
外
債
の
概
要
、
発
行
目
的
 
 

太
平
洋
戦
争
以
前
に
発
行
さ
れ
た
外
債
は
、
六
十
八
銘
柄
で
あ
っ
た
。
明
治
三
年
の
旧
外
債
か
ら
昭
和
六
年
の
金
貨
社
債
ま
で
、
そ
の
 
 

間
六
十
二
軍
を
閲
し
て
い
る
。
こ
の
間
に
、
わ
が
国
の
国
内
経
済
も
、
国
際
的
地
位
も
大
い
に
躍
進
し
た
。
わ
が
国
を
見
る
列
国
の
日
も
 
 

そ
れ
な
り
に
変
わ
っ
た
。
細
部
に
亙
っ
て
こ
れ
を
明
か
に
す
る
こ
と
ほ
、
容
易
で
ほ
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
ほ
外
債
六
十
八
銘
柄
の
概
 
 

要
を
、
一
覧
表
に
し
て
お
こ
う
（
第
Ⅰ
衷
）
。
 
 
 

発
行
さ
れ
た
外
債
の
目
的
、
あ
る
い
は
そ
の
資
金
使
途
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
 
 
 

明
治
三
十
七
・
八
年
の
日
露
戦
争
よ
り
前
嘉
Ⅰ
期
）
の
外
繚
は
、
政
府
及
び
地
方
自
治
体
に
よ
る
鉄
道
敷
設
・
電
話
・
水
道
事
業
・
 
 

築
港
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
社
会
資
本
の
充
実
に
専
ら
向
け
ら
れ
た
「
〕
す
な
わ
ち
、
経
済
の
基
盤
液
化
を
目
指
し
て
い
た
。
 
 
 

こ
こ
で
、
第
二
回
発
行
の
七
分
利
付
外
債
二
新
外
債
）
 
に
つ
い
て
、
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ほ
、
新
外
債
が
、
明
治
 
 
 



四
年
の
廃
藩
置
県
に
伴
う
制
度
変
更
の
た
め
に
、
起
債
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
廃
藩
置
県
に
よ
り
禄
を
離
れ
た
士
族
以
下
の
武
士
 
 

ほ
、
禄
券
を
交
付
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
政
府
は
、
歳
出
を
押
え
て
国
庫
の
負
担
を
軽
減
し
う
る
と
と
も
に
、
士
族
に
生
業
資
金
を
与
 
 

え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
資
金
を
必
要
と
す
る
も
の
が
、
交
付
さ
れ
た
禄
券
を
売
却
し
、
こ
れ
を
現
 
 

金
化
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
が
一
時
に
大
量
に
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
市
場
を
圧
迫
し
、
禄
券
の
市
場
価
格
を
下
落
さ
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
 
 

こ
れ
が
武
士
階
級
を
い
よ
い
よ
困
窮
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
政
府
は
、
こ
の
禄
券
価
格
の
下
落
を
と
ど
め
る
為
の
、
買
宰
え
を
し
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
買
支
え
資
金
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
発
行
さ
れ
た
の
が
、
新
外
債
で
あ
っ
た
の
だ
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
 
 

新
外
債
が
六
十
八
銘
柄
の
中
で
、
異
例
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
 
 
 

明
治
三
十
七
・
八
年
日
露
戦
争
開
戦
の
後
大
正
十
二
年
迄
（
第
Ⅱ
期
）
、
そ
の
戦
費
調
達
を
除
け
ば
、
地
方
自
治
体
に
よ
る
第
Ⅰ
期
に
 
 

於
け
る
と
同
様
の
事
業
の
た
め
に
、
起
債
が
、
規
模
を
大
き
く
し
つ
つ
、
続
く
。
同
時
に
、
近
代
的
経
営
に
な
る
民
間
会
社
に
よ
っ
て
 
 

も
、
鉄
道
の
敷
設
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
資
金
調
達
の
た
め
の
外
社
債
の
発
行
が
加
わ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
頃
に
、
南
満
 
 

州
の
開
拓
、
経
営
の
た
め
の
資
金
、
朝
鮮
政
府
へ
の
貸
付
及
び
朝
鮮
の
産
業
振
興
の
た
め
の
資
金
が
、
少
な
い
額
で
は
な
く
、
外
債
に
よ
 
 

っ
て
調
達
さ
れ
た
。
 
 
 

降
っ
て
、
大
正
十
三
年
か
ら
昭
和
二
年
ま
で
 
（
第
Ⅲ
期
）
、
関
東
大
震
災
復
旧
の
た
め
の
資
金
調
達
が
、
官
民
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
 
 

こ
の
他
に
、
前
期
に
続
い
て
、
民
間
の
電
灯
・
電
力
各
社
に
よ
り
、
電
気
・
電
力
事
業
の
た
め
の
資
金
調
達
も
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
傾
 
 

向
は
そ
の
ま
ま
続
く
。
し
か
し
な
が
ら
、
昭
和
に
入
る
と
（
第
Ⅳ
期
）
、
起
債
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
借
換
や
償
還
に
充
て
ら
れ
る
よ
う
に
 
 

な
る
。
 
 
 

外
債
発
行
の
目
的
の
変
化
は
、
大
要
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
目
的
の
変
化
が
、
こ
の
間
六
十
年
の
わ
が
国
の
歴
史
、
即
ち
、
わ
が
 
 

疲
前
外
債
小
史
 
序
 
 

七
 
 
 



入
 
 

国
の
経
済
力
一
般
、
諸
外
国
に
対
す
る
わ
が
国
の
地
位
の
変
遷
を
示
し
て
い
る
か
。
こ
の
こ
と
を
明
か
に
す
る
に
は
、
材
料
不
足
で
あ
 
 

り
、
容
易
で
ほ
な
い
。
し
か
し
発
行
者
が
、
国
か
ら
国
策
会
社
、
さ
ら
に
民
間
会
社
へ
と
拡
大
し
た
こ
と
に
も
、
わ
が
国
を
視
る
列
強
の
 
 

目
が
変
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
わ
が
国
が
ア
ジ
ア
的
停
滞
か
ら
脱
し
、
近
代
的
資
本
主
義
国
と
し
 
 

て
、
列
強
に
伍
す
る
に
至
っ
た
歴
史
の
片
鱗
を
、
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
 
 

二
、
国
辱
公
債
 
 

第
Ⅰ
期
の
旧
・
新
外
債
の
金
利
が
、
九
分
・
七
分
で
あ
っ
た
の
は
、
法
外
に
高
利
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
こ
れ
ら
旧
・
 
 

新
外
債
が
国
辱
公
債
の
名
で
よ
ば
れ
た
の
だ
が
、
明
治
新
政
府
が
成
立
し
て
ま
だ
な
お
日
浅
く
、
国
内
の
諸
制
度
も
確
立
さ
れ
て
い
な
か
 
 

っ
た
中
で
の
発
行
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
高
い
と
み
ら
れ
た
金
利
の
負
担
は
、
誠
に
止
む
を
得
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
 
 

（
1
）
 
 

「
全
髄
之
経
済
傑
理
不
相
立
、
歳
出
入
其
他
諸
税
之
取
調
も
不
行
屑
に
て
其
借
用
髄
成
」
か
っ
た
当
時
と
し
て
は
、
誠
に
止
む
を
得
な
い
 
 

こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

旧
・
新
二
外
債
の
後
、
外
債
の
発
行
が
明
治
三
十
二
年
ま
で
中
断
す
る
が
、
そ
の
理
由
が
何
で
あ
っ
た
か
は
詳
ら
か
で
は
な
い
。
九
分
・
 
 

七
分
と
い
う
金
利
も
そ
の
一
因
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
他
に
挙
げ
ら
れ
る
理
由
と
し
て
、
明
治
十
五
年
以
降
の
松
方
デ
フ
レ
政
策
が
浸
透
 
 

し
、
わ
が
国
の
貿
易
収
支
尻
が
黒
字
を
示
し
、
高
金
利
の
負
担
を
甘
ん
じ
て
ま
で
外
資
の
導
入
を
要
し
な
く
な
っ
た
こ
と
。
日
清
戦
争
の
 
 

戦
捷
の
結
果
、
清
国
か
ら
賠
償
金
三
億
三
千
五
首
万
円
を
得
て
、
当
面
の
貿
易
赤
字
を
補
填
し
得
た
こ
と
。
さ
ら
に
、
わ
が
国
の
対
外
信
 
 

用
が
な
お
充
分
で
は
な
く
、
有
利
な
条
件
で
外
債
を
発
行
で
き
る
事
情
に
な
か
っ
た
こ
と
、
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
で
あ
 
 

る
。
 
 
 



第Ⅰ表 戦前発行本邦外債発行条件等一覧表  

銘  
％   柄   発行年月日  発行地  発行価格   償還期日  及び期間  クーポンレート  ％  応募者最終 利廻り％  発  行  日  的   

1  98  1882－8．1   9．0   9．35  鉄道建設資金  
12年  

2  92猪  7．0  7．90  
24．5年  

第  101劣  

53年  

4  90   4．0  4．64   
公債   54、5年  話事業拡張資金  

ロ  1899．7．15  横  浜   92  1935．3．   6．0   
．  （邦貨債）  35．5年  

6．77  水道事業調査費  

6  98  6．0  
期  

6．21  
23，5年  

7  1902．10．  100  
（邦貨債）  

99   6．0  6．07   
8   79年  

9  93％  1911．4．5   6．0   
ニューヨーク  

7．41  目貫戟争戦費調達  
公債   7年  

10  90猪  1911．10．5   6．0   
公債  ニューヨーク   

8．13  日露戦争戦費調達  
88   7年  8．76  

田  90  1925．2．15   4．5   
ニューヨーク   

5．56  戦費調達のための借入金返済等  
貨公債  87ラ首   20年  5．84  

12  90  1925．7．10   4．5  
ニューヨーク  

5．56  戦費調達  
貨公債  87％   20年  5．84  

ドイツ  

90  
13  

戦時公債（第四，第五回六分利付国  
公債   

ニューヨーク  87  
庫債券）整理  

ドイツ  

14  1921．1．1  5．0  
貨社債  

5．91  
15年  改良及旧債償還  

15  92  4．5   5．33  鉄道事業拡張費  
以上   20年  

第  100  1936．8．1   5．0   5．00  市区改正事業，隅田川河口改良お  
30年  よび旧債償還  

17  1907．2．1  ロンドン   99  1936．2．1   5．0   5．08  港湾改良，海面埋立費  
（港湾改良）事業公債  29年  

18  99好  1947．3．12   5．0   
／、リ  

5．04  戦時公債整理（1904発行第一第二  
40年  回六分英一1907，9繰上償還）  

19  97  1932．7．23   5．0   5．28  南鉄の広軌式改築，複線化，諸施  
五分利付英貨社債   25年  設の修改築等  

20  98  1911．6．1   5．0   5．79  第一回に同じ  
短期英貨社債   3年  

21  97  1933．12．1   5．0   
／、 

5．28  韓国政府への貸付資金  
行債券   リ  25年  

22  97猪  1932．7．23  5．0   5．24  第一回に同じ  
五分利付英貨社債  23．5年  

田  1918．3．31  6．0  6．44  
事業公使（邦貨債）  9年  

24  1915．3．  6．5  
六分半利付社債（第  6年  

一回）（邦貨債）  

25  1939．5．1  5．0  5．26  
道事業公債  30年  よび短期市債の償還資金調達  

26  1943．3．31  5．0  5．37   
貸公債   33年9月  館建設，新堀川改修費および旧債  

望L  

27  99  1938．   5．0   5．08   
利電鉄）事業公債   29年  旧債償還  

28  98  1954．7．5   5．0   5．14  水道拡張費  
期  45年  

29  リ    1970．5．15   4．0   4．27  高利の五分利内国債の償還  
60年  

30  95  1970．6．1   4．0   4．29  戦時発行の高利の公債の借換およ  
公債   60年  び償還  

31  91冤  1933．6．30   5．0   5，82  高利（7分利）の拓殖債券の低利借  
行債券（邦貨債）   23年  款  

32  98  1g36．1．1   4．5   4．67  第二回短期英貸社債（200万ボン  
四分半利付英貨社債   25年  ド）の償還，鉄道改良費その他の資  

金  

33  リ  98拷  1932．   5，0   5．15  発電所建設，水利事業，水道拡張  
業公債（追加）  スイス  20年  費  

34  98  1952．9．1   5．8   
ニ1－ヨーク   

5．15  電気事業費  
事業英貨公債  97％   40．5年  5．17  

35  96ガ  1952．9．1   5．0   5，25  電気事業費  
気事業仏貨公債   40．5年  

36  97ガ  1924．3．31   5．0   5．31  瓦斯事業拡張費  
業公債   17年  

37   96好  1942．9．15   5．0   5．28  朝鮮における産業開発資金   
分利付仏貨公債   29．5年  

（9～10）   



銘  ％   柄   発行年月日  発行地  発行価格    慌還期日  及び期間  ターボソレート  ％  応募者最終 利廻り％  発  行  目  的   

38  94牙  5．5  11．64  
及び英貨鉄道債券   1年  俵整理  

99   

2年  

39   1913．5．1   98    1923．5．1  5．0  5．31   

第  
1（I年  入金の償還資金調達  

40  第二回英貨鉄道証券  1914．2．16  ロンドン   95ガ  1915．2．16   4．75   9．97  第一回鉄道証券および鉄道特別会   
1年  計に属する国内短期債券借換のた  

め  

田  94牙  甲1916．2．16   5．75   12．20  第一回英貨鉄道債券および第二回  
（甲及乙）   乙1915．3．13  乙1916．3．13   英貨鉄道証券償還  

1年  

期  92  1953．3．15   6．0   6．82  旧債償還，銀行借入金返済およぴ  
㈱大分利付米貨社債   30年  事業資金  

43  94  1948．6．1   6．0   6．64  事業資金調達  
分利付英貨社簾   25年  

44   88  1948．7．15   5．0   6．23  事業資金   
㈱五分利付英貨社債   25年  

45  92猪  1954．2．1   6，5   7．30  震災復旧およぴ1905発行第一第二  
オランダ  30年  回四分半其の借換償還  

46  87堵  1959．7．10   6．0   7．26  震災復l日および1905発行第一第二  
貨公使   35．5年  回四分半其の借換償還  

47  91堵  1944．8．1   7．0   8．11  新規事業費金および旧債償還資金  
七分利減債基金付金  20年  

貨社債A号   

48  96％  1927．8．15   6．0   7．43  対撃借款資金確保のため  
興業銀行債券   3年  

49  82  1948．6．15   6．0   8．27  震災復旧，設備拡張  
第  23年  

50  91  1945．3．15   7．0   8．19  旧債鍍違および借入金返済  
当七分利減億基金付  20年  

金貨社唐   

51  9（）拷  7．0  8．09  
（関西区域）七分利減  30年  

債基金付金貨社債A   
悶 ー巧■  

1945．7．ユ5  5．0  
田  20年  

5，31   

53  86  6．5  
スト・エンド・ゼネ  

8．21  

ラル・モーゲージ 
25年  資金  

」 六分五厘減債基金付  
金貨社債（B号）  

期  98冤   6．0  6．45   
分利付米貨社債   3年  

55  98  1929．7．15   6．0   6．81  電力設備資金  
六分利付）短期米貨  3年  

社債   

56  83猪  1961．12．31   5．5   7．15  帝都復興費  
公債（東京市五分半  
利付英貨公債）   

35年3月  

57  93  1961．12．1   6．0   6．67  震災復興事業資金  
公債   35年  

58   89拷  1961．10．1   5．5   6．48  菱災復興事業資金   
貸公債   34．5年  

59  93牙  6．5  7．26  
六分五厘利減債基金  25年  

付（金貨）社債（第一  
回）  

60  94   6．5  7．17   
当六分五厘利付金貨  25年  

社債（第一回）   

第  90  1953．6．15   6．0   7．11  借入金返済および建設資金  
当六分利付英貨組社  25年  

債（第四回）   

62  90移  1953．6．15   6．0  7．05  
当六分利付米貨鼠金  
貨社債   

25年  

Ⅳ  99  5．5  5．59  
㈱五分半利付米貨社  
俵  

30年  返済費金  

64  96ガ   6．0  7．53   
付）第二回米貨短期  
社債  

3年  の借換および債遺賢金  

期  90  1965．5．1   5．5   6．43  1905発行第二回四分一其の借換およ  
お年  び償還  

66  90  1965．5．1   5．5   6．43  1905発行第二回四分其の借換およ  
35年  び使養  

67  
短期英貨社債   

90  1933．   6．0   
ニューヨーク  

12．22  旧伎整理および建設資金  
2年  

68   93猪  1971．7．1   
債基金付五分五度付  

5．5   6．06  発電工事資金   

金貨社債   
40年  

（註）日興証券第一外国部F外債関係費料集』昭和詣年・F明治大正財政史』第12巻，F昭和財政史j第6巻，大蔵省理財局外債課轟F本弗外貨使関  

係資料』第一鼠第二鼠大蔵省理財局F国債沿革吼，日本興業銀行F日本外債小史』による。  

（11～12）   
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一
四
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
九
分
・
七
分
を
わ
が
国
で
ほ
国
辱
的
金
利
と
受
け
止
め
た
の
で
あ
っ
た
が
、
発
行
地
ロ
ソ
ド
ン
で
、
当
時
引
受
け
た
外
国
 
 

政
府
の
借
入
金
利
と
比
較
し
て
、
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
満
足
す
べ
き
当
時
の
資
料
を
入
手
し
得
な
か
っ
た
の
で
、
断
定
を
下
す
こ
と
は
差
 
 

控
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
参
考
と
し
て
第
Ⅱ
表
を
掲
げ
よ
う
。
こ
れ
に
ょ
っ
て
み
れ
ば
、
発
行
価
額
を
掛
酌
し
た
上
で
金
利
を
比
較
す
 
 

れ
ば
、
わ
が
国
公
債
が
国
膵
的
金
利
と
い
う
程
の
、
高
金
利
を
要
求
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
我
が
国
で
は
国
辱
公
債
 
 

と
呼
ん
だ
が
、
そ
れ
は
、
被
害
者
意
識
が
働
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
同
じ
ぺ
国
辱
公
債
と
呼
ば
れ
た
の
だ
が
、
新
外
債
発
行
に
際
し
て
は
、
交
渉
の
任
に
当
っ
た
吉
田
清
成
の
、
綿
密
な
配
慮
が
 
 

（
2
）
 
 

あ
っ
た
こ
と
は
、
「
在
欧
青
田
少
輔
往
復
書
類
」
に
詳
し
い
。
こ
の
新
外
債
発
行
に
際
し
、
ロ
ン
ド
ン
で
は
、
旧
外
債
に
付
せ
ら
れ
た
金
 
 

（
3
）
 
 

利
と
同
じ
く
、
九
分
の
利
付
と
な
る
噂
が
流
れ
た
が
、
結
局
七
分
に
落
つ
い
た
。
こ
の
時
は
流
言
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
東
洋
銀
行
支
配
人
 
 

の
ス
チ
ュ
ア
ル
ト
ウ
ら
に
よ
れ
ば
、
わ
ず
か
に
一
両
年
前
に
発
行
さ
れ
た
旧
外
債
が
九
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
将
来
は
六
分
・
 
 

五
分
の
証
書
発
行
も
容
易
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
回
は
七
分
が
当
を
得
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
結
局
七
分
に
落
つ
い
た
よ
う
 
 

で
あ
っ
た
か
ら
、
全
く
根
拠
の
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
い
づ
れ
に
せ
よ
、
吉
田
の
慎
重
な
計
ら
い
を
得
て
、
当
時
と
 
 

し
て
は
お
そ
ら
く
満
足
す
べ
き
発
行
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

T
）
 
明
治
五
年
四
月
二
十
三
日
、
大
蔵
少
重
大
島
圭
介
、
大
蔵
少
輔
青
田
清
成
よ
り
三
条
右
大
臣
、
西
郷
参
議
、
大
隈
参
諌
、
板
垣
参
議
、
大
久
保
 
 

大
蔵
卿
、
井
上
大
柿
宛
の
公
署
。
大
蔵
省
（
濃
商
務
省
会
計
検
査
院
）
編
纂
『
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
』
 
（
以
下
『
集
成
』
と
略
）
第
十
 
 

巻
、
五
十
八
ペ
ー
ジ
。
 
 
 

（
2
）
 
『
集
成
』
第
十
巻
、
二
百
四
十
七
ペ
ー
ジ
以
下
。
 
 
 

（
3
）
 
c
㍗
↓
和
知
出
ゝ
≧
朽
、
≧
Q
ゝ
ト
迂
ゝ
≧
ゝ
C
こ
ヨ
ふ
）
p
．
〓
N
．
 
 
 



た
応
募
者
利
過
り
は
、
こ
の
式
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
イ
ン
ダ
ラ
ソ
ド
銀
行
の
公
定
歩
合
を
、
ロ
ン
ド
ソ
取
引
業
者
の
割
 
 

、
 

引
率
と
が
発
行
地
ロ
ン
ド
ン
の
金
融
情
勢
を
把
え
る
手
懸
り
と
な
る
も
の
と
考
え
、
応
募
者
利
廻
り
と
公
定
歩
合
乃
至
割
引
率
と
を
対
 
 

照
し
て
み
よ
う
。
公
定
歩
合
乃
至
割
引
率
と
は
、
第
Ⅲ
表
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
 
 
 

さ
て
、
両
者
を
並
べ
て
み
て
も
、
そ
の
相
関
を
明
確
に
す
る
こ
と
ほ
出
来
な
い
。
応
募
者
利
廻
り
は
、
公
定
歩
合
乃
至
割
引
率
を
二
パ
 
 

ー
セ
ン
ト
程
度
上
廻
る
水
準
を
巡
っ
て
お
り
、
大
き
く
上
廻
り
、
戎
い
ほ
交
叉
す
る
の
は
例
外
的
と
考
え
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
応
募
者
 
 

発
行
価
格
、
7
■
を
表
面
利
率
（
年
利
率
）
、
乃
を
償
還
期
間
（
年
）
と
す
れ
ば
知
∬
 
 

三
、
利
廻
り
 
 

つ
ぎ
に
、
発
行
の
条
件
に
つ
い
て
ほ
ど
う
か
。
発
行
条
件
を
何
に
よ
っ
て
と
ら
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
異
見
が
あ
ろ
う
。
発
行
者
 
 

が
負
担
す
べ
き
発
行
者
利
廻
り
も
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
計
算
す
る
た
め
に
は
、
額
面
価
格
、
発
行
価
格
、
表
面
金
利
、
償
還
 
 

期
限
或
は
満
期
日
の
他
に
、
引
受
者
の
手
数
料
、
証
券
の
作
製
費
等
が
知
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
資
料
が
充
分
に
整
わ
な
か
っ
 
 

た
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
外
債
に
つ
い
て
こ
れ
を
計
算
出
来
な
か
っ
た
こ
と
と
、
応
募
者
利
廻
り
に
比
べ
、
計
算
が
繁
雑
で
あ
る
こ
と
の
 
 

理
由
か
ら
、
敢
え
て
こ
の
計
算
は
行
わ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
引
受
地
な
い
し
発
行
地
に
お
い
て
、
わ
が
国
が
い
か
に
そ
の
 
 

国
力
を
評
価
さ
れ
て
い
た
か
、
具
体
的
に
い
え
ば
、
応
募
者
が
わ
が
国
力
を
い
か
に
評
価
し
て
い
た
か
を
、
端
的
に
示
す
一
つ
の
指
標
と
 
 

し
て
、
応
募
者
利
廻
り
を
第
Ⅰ
表
の
敦
当
欄
に
掲
げ
て
お
い
た
。
こ
の
応
募
者
利
廻
り
は
、
応
募
者
の
評
価
と
対
応
す
る
最
も
よ
い
指
標
 
 

で
あ
ろ
う
。
 
 
 

応
募
者
利
廻
り
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
し
て
計
算
し
た
。
こ
こ
で
、
R
を
応
募
者
利
廻
り
（
年
利
過
り
）
、
C
を
額
面
価
額
、
d
を
 
（
割
引
）
 
 
 

戦
前
外
債
小
史
 
 
序
 
 
 

r
・
C
＋
（
C
－
ゝ
）
＼
話
 
 

と
な
る
。
第
Ⅰ
表
該
当
欄
に
示
し
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夢Ⅲ表 イ朝  

里別業者の割引率の変動1874～1911年  

公定歩合  
年  月  日   BankRate   

£％  £％  £％   

1899  Jan．  19  3％  2ガ  好  

恥b．  2  3   2ガ  ガ  

July  13  3犀  3ラ‘  好  

Od．  3   
4拷  5ガ  ）ガ   〝  5  5  

Nov．  30  6   5ライ  5き‘   

1900  Jan．  11  5   4％  4露  

Jan．  18  4％  4打  3きで  

〝  25  4   4  3好  

May  24  3好  3ガ  3  
JuIle  14  3．0  3．0  2好  

July  19  4．0  4％  4   

1901  JaJl．．  3  5．0  4ガ  4  

Feb．  7  4％  4％  4．0   〝  21  4  4牙  4．0  
June  6   

3％  3％  3ガ   〝  13  3．0  3．0  2きで   Oct．  31  4．0  3好  2％   
1902  Jan．  23  3％  3シ妄  3牙  

Feb．  6  3．0  3．0  3ガ  

Oct．  2  4．0  4．0  3好   

1903  May  21  3写  3％  3％  
June  18  3．0  3％  3．0  

Sept．  3  4．0  3好  3．0   

1904  April  14  3猪  3．0  3．0  

〝  21  3．0  、2瑳  3．0   

1905  Marcb  9  2％  2好  2牙  
Sept．  7、  3．0  2好  2好  

〝  28  4．0  3‰  2％■   

●●●  Apri1  ．4  3猪  3ケg  3牙  

May  2  4．0  4猪  4．0  

June  20  3猪  3シg  4．0  

Sept．  13  4．0  4牙  4．0  

Oct．  11  5．0  5．0  4汀  

〝  19  6．0  6．0  5ガ   

公定歩合  

年  月  日   BankRate   
£％  £％  £％   

1907  Jan．  17  5．0  5ガ  5．0  

April  11  4牙  4ガ  
〝  25  4．0  3好  3猪  

Aug．  15  4露  5牙  4％  

Oct．  31  5拷  6好  6．0  

Nov．  4  6．0  

Nov．  7  7．0  7．0  

1908  Jan．  2  6．0  5きf  5昇  

〝  1（；  5．0  4ガ  

〝  23  4．0  4．0  

Marcb  5  3ガ  3％  3ガ  
〝  19  3．0  3．0  

May  28  2猪  2．0  

1909  Jan．  14  3．0  3．0  

Apdl  ロ  2好  2．0  

Oct．  7  3   さ好  3．0  

〝  14  4   4．0  3ライ  

か  21  5   5．0  4牙  

Dec．  9  4好  4％  4．0   

1910  Jam  6  4   4．0  

〝  20  3ガ  3％  3牙  
Fd）．  10  3   2好  2好  

M如・血  17  4   4．0  

June  2  3％  3ヲイ  3％  

June    3   3．0  

SepL  29  4   4．0  

Oct．  20  5   5．0  4ラー  

Dec．．  1  4％  4好  4ガ   

1911  Jam  26  ロ   4ガ  4ガ  

Fd）．  16  3好  3％  3ガ  

Mer血  9  3．0  3ガ  3ガ  

Sept．  21  4．0  4．0  3．0   

（註）撤励撼曙AJI棚循∝，1890－1912  
による。   



外
国
で
公
債
を
賽
熟
す
る
時
、
ど
ん
な
点
に
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
内
国
公
債
と
ど
ん
な
点
で
興
る
か
。
ま
ず
社
債
で
 
 

は
、
内
外
鱗
を
間
ほ
ず
、
工
場
、
建
物
等
開
発
幣
魔
蒜
ト
ヅ
ヱ
が
担
保
と
さ
れ
る
の
が
僚
過
で
あ
る
が
、
公
燐
の
喝
倉
に
ほ
、
担
保
 
 

ほ
落
穂
軌
税
収
入
 
言
草
⊥
が
当
ザ
“
ら
れ
る
草
紙
鱗
椚
場
浄
澄
も
、
元
利
金
銅
支
払
い
・
償
還
ほ
、
瑠
間
‡
か
ら
 
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
 
 

が
、
汎
 ト
ヅ
ダ
が
鍛
練
と
さ
れ
る
理
由
ほ
、
プ
ロ
－
が
十
分
に
確
保
出
来
な
く
な
愕
た
ガ
凋
の
際
に
曳
担
保
と
恕
払
ね
た
汲
卜
伊
ダ
が
施
 
 

浄
き
れ
る
な
ら
ば
、
櫨
浄
快
食
の
確
保
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
び
政
府
に
ほ
、
謝
観
機
が
料
・
軋
転
尭
で
を
り
、
こ
れ
払
底
り
す
掬
、
元
 
 

利
金
の
立
払
い
・
依
選
に
あ
て
ら
れ
る
ペ
き
フ
P
－
の
確
総
が
、
体
液
き
れ
て
い
る
り
こ
れ
恕
担
保
た
サ
る
こ
た
で
卜
分
だ
と
い
・
プ
わ
け
 
 

で
あ
る
い
 
 
 

っ
ぎ
に
内
岡
焼
で
あ
れ
ほ
、
元
利
金
の
覚
払
い
・
償
還
泣
彗
鴬
ら
れ
た
年
々
の
生
魔
物
は
、
を
碍
分
配
に
断
簡
が
捜
ぶ
だ
け
で
、
海
外
 
 

へ
流
出
す
る
こ
た
ほ
な
い
が
、
外
因
檜
め
槻
査
転
ほ
、
準
東
桐
生
魔
物
が
閣
外
へ
洗
出
し
て
r
う
か
転
、
囲
機
縁
鋳
金
体
と
し
て
の
飽
担
 
 

に
な
る
掛
 
 
 

率
々
の
生
産
物
の
細
流
出
が
、
閣
内
経
済
の
興
隆
な
抑
制
す
る
と
替
え
た
か
ち
で
あ
ろ
う
か
、
九
分
利
付
旧
外
檎
に
対
す
る
反
対
曲
が
 
 

利
廻
り
が
大
き
く
上
廻
る
一
九
〇
四
年
発
行
の
公
債
は
、
そ
の
目
的
が
日
露
戦
争
の
戦
費
調
達
で
あ
っ
た
こ
と
に
理
由
が
あ
ろ
う
。
ま
た
 
 

両
者
が
交
叉
す
る
一
九
〇
七
年
は
、
今
こ
こ
で
詳
か
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
公
定
歩
合
が
異
常
と
も
い
え
る
程
高
い
水
準
に
あ
 
 

り
、
恐
ら
く
ロ
ン
ド
ン
市
場
に
於
て
、
一
時
的
な
金
融
の
混
乱
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
応
募
者
利
廻
り
が
、
ロ
 
 

ン
ド
ン
市
場
に
於
て
大
き
な
変
動
を
示
し
た
こ
と
は
、
例
外
を
除
い
て
は
、
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
 
 

四
、
償
 
遠
 
 

戦
前
外
簡
小
史
 
 
揮
 
 
 



一
入
 
 

（
1
）
 
述
べ
ら
れ
た
。
西
郷
吉
之
助
は
、
明
治
四
年
「
西
郷
膏
之
助
建
白
書
」
に
お
い
て
、
速
や
か
に
開
国
す
る
こ
と
の
必
要
を
認
め
、
そ
の
方
 
 

策
を
案
ず
べ
き
だ
と
し
な
が
ら
も
、
た
だ
外
国
の
盛
大
を
み
て
羨
望
の
念
に
駆
ら
れ
る
ま
ま
に
、
己
れ
の
「
財
力
を
省
ミ
す
浸
二
事
を
起
 
 

し
な
バ
終
二
本
髄
を
疲
ら
し
立
行
べ
か
ら
ざ
る
に
至
ら
ん
」
そ
れ
故
、
鉄
道
建
設
の
よ
う
な
国
力
に
余
る
大
事
業
は
、
こ
れ
を
取
止
め
る
 
 

べ
き
で
あ
る
。
今
は
む
し
ろ
国
力
の
「
根
本
を
固
く
し
兵
勢
を
充
資
す
る
道
を
勤
む
へ
し
」
と
主
張
し
て
い
た
。
す
で
に
前
年
の
明
治
三
 
 

年
四
月
、
鉄
道
建
設
資
金
を
調
達
す
る
た
め
に
、
九
分
利
付
公
債
が
発
行
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
対
し
て
西
郷
が
、
高
い
 
 

調
子
で
非
難
し
た
こ
と
も
漬
け
る
で
あ
ろ
う
。
 
 

（
2
）
 
 
 

ま
た
明
治
六
年
に
は
、
松
方
正
義
が
大
隈
重
信
に
宛
て
、
「
国
家
富
強
′
根
本
ヲ
奨
励
シ
不
急
の
費
ヲ
省
ク
べ
キ
ノ
意
見
書
」
を
提
出
 
 

し
て
い
る
。
こ
の
中
で
松
方
ほ
、
当
時
の
わ
が
国
が
、
海
外
欧
米
諸
国
に
比
べ
「
枚
械
の
巧
二
乏
シ
ク
航
海
ノ
術
二
暗
ク
什
一
ヲ
逐
フ
ニ
 
 

拙
」
い
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
欧
米
諸
国
と
生
産
を
競
い
合
う
こ
と
は
、
な
か
な
か
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
「
検
巧
貿
易
ノ
術
一
朝
能
 
 

ス
ヘ
キ
ニ
非
ス
航
海
器
械
ノ
費
用
又
我
人
民
ノ
俄
カ
ニ
能
ク
排
ス
ル
所
」
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
負
担
の
大
き
さ
に
つ
い
て
十
分
な
考
慮
 
 

が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
順
次
二
其
不
急
ノ
費
用
ヲ
供
給
セ
ハ
所
謂
原
泉
混
々
盈
科
而
後
進
ム
モ
ノ
ト
云
フ
可
シ
果
シ
テ
如
此
 
 

ナ
レ
ハ
以
テ
海
外
諸
邦
輸
入
ス
ル
所
ノ
物
品
ノ
資
財
ヲ
償
ヒ
…
…
耗
発
ノ
愚
書
ヲ
挽
回
ス
ル
ノ
、
、
、
ナ
ラ
ス
大
二
国
家
富
強
ノ
板
基
ヲ
堅
」
 
 

く
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
松
方
は
、
技
術
導
入
に
か
か
る
費
用
の
負
担
に
耐
え
得
る
力
を
ま
ず
養
い
、
そ
の
カ
に
応
 
 

じ
て
、
順
次
外
国
か
ら
の
技
術
導
入
を
図
る
べ
し
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
松
方
の
「
意
見
書
」
は
、
前
記
し
た
西
郷
の
「
建
白
書
」
 
 

と
一
脈
相
通
ず
る
主
張
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

（
3
）
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
西
郷
・
松
方
ら
の
憂
慮
は
杷
憂
で
あ
っ
た
。
契
約
の
条
項
に
よ
れ
ば
、
年
々
の
元
金
償
還
は
、
四
拾
八
万
八
陣
門
で
 
 

あ
り
、
明
治
十
一
年
ま
で
に
六
ケ
年
を
支
払
い
、
計
二
百
九
拾
二
万
八
陣
門
に
達
し
て
い
た
。
パ
ウ
ル
・
マ
イ
エ
ッ
ー
は
そ
の
著
『
日
本
 
 
 



公
債
弁
』
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
其
残
金
ハ
今
武
百
掬
閻
二
浦
タ
ザ
ル
を
茶
利
贋
商
寓
ナ
ル
ガ
撒
メ
利
子
裔
ハ
尚
ホ
政
道
ノ
 
 

歳
入
商
議
入
費
ヲ
除
ク
）
ニ
超
過
セ
リ
鋸
チ
此
九
分
利
予
商
ハ
 
〔
明
治
十
三
準
た
は
〕
拾
七
粛
五
千
六
百
八
拾
閻
ニ
ッ
チ
繊
遵
純
益
八
 
 

千
八
百
七
十
八
準
乃
繋
七
十
九
年
度
鮒
雄
㍊
㌫
乃
J
威
入
報
軍
産
へ
ハ
唯
夕
拾
五
繭
九
千
四
胃
九
拾
六
園
ナ
？
…
：
然
レ
ト
音
右
利
子
商
 
 

い  

で
ユ
 
 

ヲ
純
益
商
工
比
Å
レ
バ
基
蕊
唯
夕
奄
璽
ハ
千
田
八
拾
閻
二
過
専
ザ
レ
バ
繭
入
鹿
出
殆
ソ
ト
相
準
均
ス
ル
ト
烹
フ
を
藤
不
可
ナ
キ
ナ
り
」
マ
 
 

爪
5
）
 
 

イ
芯
ッ
ト
が
鉄
道
純
益
と
し
て
あ
げ
た
数
字
ほ
、
T
部
署
塑
那
し
た
予
解
徽
で
あ
㌔
同
年
の
決
審
簡
は
、
閏
拾
五
万
六
千
六
督
弐
拾
弐
 
 

円
で
あ
り
た
。
九
分
利
付
公
使
の
利
子
と
共
に
、
元
魚
鱗
凝
議
拾
八
方
八
軒
門
）
を
妾
払
う
と
す
れ
ば
、
を
の
余
計
鱗
ほ
七
拾
八
万
八
 
 

百
円
と
な
る
か
ら
、
マ
イ
ふ
ヅ
ト
が
云
う
よ
う
に
、
鉄
遺
品
叡
だ
け
で
相
平
均
す
る
と
い
う
こ
と
ほ
出
来
な
い
苺
L
か
し
明
治
十
二
軍
の
 
 

海
関
観
汲
諸
収
入
は
、
弐
百
三
拾
五
万
扉
粁
六
胃
ぺ
拾
内
円
に
じ
り
殊
遇
猛
愈
レ
品
評
す
れ
ば
、
弐
督
八
拾
ガ
拭
紆
弐
留
意
拾
衷
円
左
な
 
 

る
か
ら
、
元
利
金
払
い
に
不
屁
す
る
こ
と
は
な
か
り
た
し
 
 
 

西
郷
・
松
カ
の
凝
療
ほ
反
し
て
事
態
が
深
刻
に
陥
る
こ
た
な
く
舵
柊
L
た
の
や
義
り
た
い
九
分
利
付
公
鱗
の
厳
選
ほ
、
衆
項
過
り
行
 
 

爪
6
W
 
 

わ
れ
、
「
規
定
ノ
期
限
釦
や
明
治
十
五
年
八
月
咽
嘉
り
全
部
♂
償
還
攣
終
∫
か
昆
常
我
帝
摘
ノ
樹
轟
習
潟
外
山
脚
食
汐
シ
芝
翔
で
あ
ご
㍑
農
 
 

な
お
七
分
刺
付
公
俄
に
り
い
て
も
感
附
ハ
攣
冊
鰭
拗
ノ
約
束
誓
楳
柑
ヅ
槻
盤
ノ
減
刑
‖
闘
争
明
約
川
二
十
寧
七
月
山
田
工
牽
関
金
拓
ノ
 
 

紋
讐
終
r
言
…
芝
こ
椚
よ
う
に
、
明
約
政
府
が
㍍
威
か
巌
ん
じ
、
約
束
竃
奪
簑
真
裏
が
、
絶
に
な
り
て
外
放
を
凝
癒
 
 

す
る
際
、
英
国
放
び
賎
国
人
に
よ
い
心
証
と
な
”
た
椚
で
あ
る
 
 

3 ヱ l  

早
稲
附
よ
尊
、
社
食
科
学
研
発
桝
鋸
『
大
隈
豪
商
臨
窮
∴
灘
、
昭
和
二
十
曇
準
、
．
予
ま
上
長
－
定
㌔
 
ノ
▲
．
－
 
 

、
、
∵
∴
篭
 
 

m
ぷ
隈
文
衡
‰
解
∴
巻
昭
和
三
十
閏
年
∵
 

東
激
怒
内
明
納
財
政
史
漏
放
念
『
明
約
財
政
東
独
約
八
懇
、
昭
和
こ
寧
、
三
関
九
ペ
ー
ジ
。
 
 

戦
前
外
横
車
史
 
 
序
 
 



五
、
青
田
清
成
 
 

維
新
政
府
が
、
殖
産
興
業
の
第
一
着
手
と
し
て
、
欧
米
諸
国
の
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
を
考
え
た
時
、
大
隈
重
信
ら
は
、
築
地
の
梁
山
 
 

泊
に
集
り
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
論
議
し
て
い
る
。
ま
ず
、
物
資
輸
送
の
近
代
化
の
た
め
の
鉄
道
を
建
設
し
ょ
う
と
し
て
い
た
が
、
し
か
 
 

し
健
全
財
政
主
義
を
旨
と
す
る
彼
ら
は
、
そ
の
建
設
資
金
の
確
保
に
つ
い
て
目
途
が
つ
か
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
知
っ
た
英
国
人
「
バ
 
 

ス
、
オ
ル
ダ
ー
」
爵
ホ
ラ
シ
ョ
・
ネ
ル
ソ
ソ
・
レ
ー
は
こ
の
計
画
に
賛
同
し
、
協
力
を
申
出
る
。
レ
一
に
よ
れ
ば
、
鉄
道
建
設
に
必
要
な
 
 

工
事
費
は
、
凡
そ
三
百
万
ポ
ン
ド
で
あ
る
が
、
海
関
税
と
将
来
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
鉄
道
益
金
と
を
抵
当
と
す
れ
ば
、
外
債
の
募
集
が
可
 
 

能
で
あ
り
、
レ
ー
自
ら
そ
の
任
に
当
り
た
い
、
と
願
い
出
た
。
政
府
は
、
レ
一
に
エ
事
費
の
内
の
百
万
ポ
ン
ド
の
調
達
を
命
じ
、
そ
の
発
 
 

行
条
件
等
の
決
定
を
委
任
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
政
府
と
レ
ー
と
の
問
に
行
き
違
い
が
生
じ
、
結
局
、
政
府
は
レ
ー
へ
の
委
任
を
解
き
、
そ
 
 

（
1
）
 
 

の
扱
い
を
東
洋
銀
行
 
（
オ
リ
エ
ン
タ
ル
・
バ
ン
ク
）
 
に
移
す
こ
と
と
な
っ
た
。
レ
一
に
背
任
約
言
動
が
あ
っ
て
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
 
 

こ
の
こ
と
が
あ
っ
て
、
第
二
回
の
外
債
発
行
に
当
っ
て
は
、
外
国
に
委
託
す
る
こ
と
な
く
、
日
本
人
が
現
地
ロ
ソ
ド
ソ
に
赴
き
、
交
渉
す
 
 

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
任
に
当
っ
た
の
が
、
青
田
清
成
で
あ
っ
た
。
 
 

（
2
）
 
 

（
3
）
 
 
 

菅
田
構
成
ほ
、
幕
末
、
薩
摩
背
か
ら
元
治
元
年
、
一
八
六
四
年
〓
説
に
依
れ
ば
、
慶
応
三
年
、
一
八
六
八
年
）
英
国
留
学
生
と
し
て
 
 

派
遣
さ
れ
た
、
団
長
格
の
新
納
久
修
、
こ
の
留
学
を
提
案
し
た
五
代
友
厚
（
の
ち
大
阪
商
工
会
議
所
会
頭
）
、
森
有
礼
（
の
ち
初
代
駐
米
 
 
 

′一・・ヽ   （    ′‾ヽ   （ 7 6 5 4  

ヽJ・  ）   ヽ＿一′   ）  

二
〇
 
 

パ
ウ
ル
・
マ
イ
エ
ッ
ト
著
、
三
浦
艮
春
・
青
山
大
太
郎
共
訳
『
日
本
公
債
弁
』
明
治
十
三
年
、
一
四
七
ペ
ー
ジ
ー
一
四
八
ペ
ー
ジ
。
 
 

『
集
成
』
第
四
巻
、
四
一
五
、
五
三
〇
ペ
ー
ジ
。
 
 

『
明
治
財
政
史
』
第
九
巻
、
一
二
九
ペ
ー
ジ
。
 
 

『
明
治
財
政
史
』
第
九
巻
、
一
二
九
ペ
ー
ジ
。
 
 



大
使
、
．
初
代
文
部
大
臣
）
、
畠
山
義
成
 
（
の
ち
初
代
東
京
開
成
学
校
 
（
現
東
京
大
学
）
 
校
長
）
、
磯
永
彦
助
 
（
の
ち
米
国
に
あ
っ
て
「
ぶ
ど
 
 

う
王
」
と
い
わ
れ
た
）
 
等
十
九
人
の
中
の
一
人
で
あ
る
。
留
学
生
は
、
ロ
ン
ド
ソ
で
英
会
話
の
勉
強
を
ほ
じ
め
、
の
ち
ロ
ン
ド
ソ
大
学
ユ
 
 

ニ
ヴ
ア
ー
シ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
法
文
学
部
に
進
ん
だ
。
ロ
ソ
ド
ン
大
学
を
給
え
た
青
田
は
、
米
国
に
渡
り
、
ラ
ト
ガ
ー
ス
・
カ
レ
ッ
ジ
で
 
 

政
治
経
済
学
を
学
ぶ
。
卒
業
後
さ
ら
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
、
ハ
ー
ト
フ
ォ
ル
ド
市
両
市
で
、
銀
行
保
険
業
務
の
取
扱
方
を
修
得
し
た
。
 
 

明
治
三
年
帰
朝
、
七
年
の
留
学
生
活
で
あ
っ
た
。
翌
明
治
四
年
二
月
、
そ
の
理
財
に
通
じ
て
い
る
才
が
認
め
ら
れ
、
大
蔵
省
出
仕
を
命
ぜ
 
 

ら
れ
、
も
っ
ぱ
ら
新
政
府
の
財
政
問
題
と
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
。
同
年
十
月
に
ほ
、
早
く
も
大
蔵
少
輔
に
補
せ
ら
れ
た
が
、
人
材
の
乏
 
 

し
か
っ
た
当
時
と
し
て
も
、
め
ざ
ま
し
い
昇
進
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

明
治
五
年
二
月
、
条
約
改
正
協
議
の
た
め
、
米
国
に
渡
る
岩
倉
具
視
ら
全
権
使
節
一
行
に
、
書
田
も
、
理
財
を
担
当
す
べ
き
特
命
理
事
 
 

官
と
し
て
、
随
行
し
、
滞
米
中
は
、
主
と
し
て
第
二
回
外
国
公
債
募
集
の
任
に
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
米
国
で
 
 

ほ
、
日
本
に
対
し
、
偏
見
や
軽
蔑
の
感
情
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
比
べ
金
利
が
高
く
、
公
債
募
集
が
有
利
と
は
 
 

考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
も
米
国
駐
劉
少
摺
務
使
麻
布
礼
が
、
公
債
募
集
に
興
を
称
え
る
こ
と
頻
り
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
あ
 
 

っ
て
、
局
面
打
開
に
苦
慮
し
て
い
た
吉
田
ら
ほ
、
米
国
で
一
行
を
迎
え
た
実
業
家
ラ
ル
ス
ト
ソ
に
、
日
本
政
府
が
千
五
百
万
ド
ル
か
ら
二
 
 

千
万
ド
ル
を
借
り
入
れ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
か
ら
、
ロ
ン
ド
ソ
に
行
き
東
洋
銀
行
と
交
渉
す
る
よ
う
に
と
、
勧
め
ら
れ
た
。
ラ
ル
ス
ト
 
 

ソ
が
、
東
洋
銀
行
を
挙
げ
た
理
由
は
、
旧
外
債
を
扱
っ
た
経
緯
を
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
我
が
国
が
新
外
債
の
発
行
を
、
旧
外
債
と
同
じ
様
に
、
東
洋
銀
行
に
委
託
し
な
か
っ
た
の
ほ
、
何
故
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
 
 

（
4
）
 
 

は
、
滑
国
に
於
け
る
英
国
の
侵
略
ぶ
り
を
み
て
、
英
国
に
対
し
、
懐
疑
の
念
を
抱
い
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
が
、
ラ
ル
ス
ト
ソ
の
勧
め
に
 
 

従
い
、
米
国
で
の
募
集
を
断
念
し
、
五
月
英
国
に
移
り
、
ロ
ン
ド
ソ
に
於
て
公
債
の
発
行
に
望
を
か
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 
 

ニ
ー
 
 
 

戦
前
外
債
小
史
 
序
 
 



六
、
ロ
ン
ド
ン
交
渉
 
 

さ
て
、
ロ
ン
ド
ソ
に
あ
っ
て
、
書
田
は
公
債
募
集
の
可
能
性
を
み
き
わ
め
た
上
で
、
発
行
条
件
に
つ
い
て
摸
索
、
多
く
の
試
算
を
行
っ
 
 

て
い
る
。
 
 
 

明
治
五
年
（
一
八
七
二
年
）
 
六
月
二
十
七
日
、
ア
ル
・
リ
ソ
ト
ー
ほ
青
田
に
宛
て
た
書
簡
で
、
八
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
廻
り
で
あ
れ
 
 

（
1
）
 
 

は
、
発
行
可
能
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
七
月
四
日
に
は
、
ロ
ベ
ル
ト
・
ク
ー
カ
は
、
シ
ソ
キ
ソ
ダ
フ
ォ
ソ
ド
に
つ
い
て
計
算
し
た
。
 
 

こ
れ
に
ょ
れ
ば
、
七
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
付
で
発
行
し
た
場
合
、
十
五
年
年
賦
で
は
、
宵
ポ
ン
ド
に
つ
き
年
に
十
ポ
ソ
ド
十
九
シ
リ
ン
グ
七
 
 

ペ
ン
ス
、
或
は
同
じ
く
七
パ
ー
セ
ソ
ト
利
付
で
発
行
し
た
場
合
で
も
、
元
金
の
償
還
を
三
ケ
年
据
置
い
て
の
ち
償
還
を
は
じ
め
る
な
ら
 
 

ば
、
十
五
年
年
賦
で
は
、
百
ポ
ソ
ド
に
つ
き
年
に
始
め
の
三
ケ
年
は
七
ポ
ン
ド
、
四
年
以
降
十
二
ポ
ン
ド
十
一
シ
リ
ン
グ
十
ペ
ン
ス
で
あ
 
 
 

二
二
 
 

T
）
 
『
明
治
財
政
史
』
第
八
巻
、
一
六
三
！
〓
ハ
四
ペ
ー
ジ
。
 
 

（
2
）
 
弘
化
二
年
三
月
、
鹿
児
島
藩
士
青
田
源
左
衛
門
の
四
男
と
し
て
、
生
る
。
元
治
元
年
よ
り
明
治
三
年
ま
で
七
年
間
、
英
・
米
に
留
学
、
こ
の
 
 

間
、
語
学
・
政
治
・
経
済
・
銀
行
・
保
険
事
業
の
研
究
に
励
ん
だ
。
帰
国
後
、
大
蔵
省
御
用
掛
、
累
進
し
て
大
蔵
少
輔
と
な
る
。
大
久
保
利
 
 

通
・
大
隈
重
信
・
井
上
馨
ら
を
補
佐
し
、
明
治
政
府
に
功
繚
が
大
き
か
っ
た
。
我
が
国
金
融
制
度
に
つ
い
て
、
伊
藤
博
文
と
意
見
が
対
立
し
、
 
 

敗
れ
る
。
明
治
七
年
、
米
国
駐
前
金
権
公
使
に
任
ぜ
ら
れ
、
条
約
の
改
正
に
成
功
し
た
。
明
治
十
五
年
外
務
大
輔
。
同
年
五
月
に
は
、
創
設
さ
 
 

る
べ
き
日
本
銀
行
の
初
代
総
裁
に
擬
せ
ら
れ
た
が
、
大
蔵
省
の
青
原
蛮
俊
が
就
任
し
た
。
明
治
二
十
年
五
月
、
子
爵
を
授
け
ら
れ
、
同
七
月
、
 
 

元
老
院
誘
電
翌
二
十
一
年
、
枢
密
院
取
間
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
明
治
二
十
四
年
八
月
、
投
。
享
年
四
十
七
。
 
 

（
3
）
 
鹿
児
島
市
『
若
き
サ
ツ
マ
の
群
像
』
昭
和
五
十
七
年
。
 
 

（
4
）
 
c
㍗
D
a
ま
d
 
L
a
諾
n
d
e
r
】
≧
0
月
祇
－
≧
G
 
わ
内
向
廷
内
b
、
冠
旬
Q
訟
～
也
ト
ロ
 
琶
蓑
箋
｝
 
C
・
知
白
富
Q
3
喜
乱
打
き
許
、
－
等
§
C
訂
c
Q
－
 
 

言
霊
－
p
p
．
い
ぃ
u
－
い
当
 
 



っ
た
。
 
 
 

そ
の
実
利
は
可
成
り
高
い
も
の
で
あ
る
。
政
府
か
ら
、
金
利
七
分
の
条
件
の
下
で
募
集
せ
よ
と
い
う
制
約
を
加
え
ら
れ
て
い
た
吉
田
 
 

は
、
売
出
価
格
を
引
下
げ
て
、
七
分
を
こ
え
る
実
効
金
利
付
き
で
募
集
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
ほ
い
な
い
の
で
、
こ
れ
で
は
発
行
が
困
 
 

難
で
あ
る
と
考
え
た
。
青
田
は
、
募
集
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
は
、
条
件
の
緩
和
が
必
要
で
あ
る
と
、
政
府
に
そ
の
譲
歩
を
要
請
し
て
い
 
 

（
2
）
 
 

る
。
そ
の
要
請
の
内
容
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
第
一
に
、
国
債
発
行
の
相
場
ほ
、
額
面
通
り
で
も
割
引
価
格
で
も
差
支
え
 
 

な
い
。
又
、
発
行
高
を
増
額
し
て
も
よ
ろ
し
い
。
第
二
に
、
そ
の
表
面
金
利
を
七
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
に
お
さ
え
る
。
第
三
に
、
国
債
の
 
 

「
支
消
」
は
九
分
で
返
済
し
て
も
、
ま
た
「
年
賦
済
崩
の
法
」
と
し
て
も
、
何
れ
で
も
よ
い
、
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
青
田
の
要
語
に
 
 

（
3
）
 
 

対
し
、
一
八
七
二
年
明
治
五
年
七
月
十
八
日
、
政
府
か
ら
返
書
が
届
く
。
そ
の
内
容
は
、
第
一
に
、
国
債
の
利
息
は
七
パ
ー
セ
ン
ト
の
上
 
 

に
出
な
い
様
に
し
、
そ
の
発
行
を
割
引
価
格
で
行
っ
て
も
差
支
え
な
い
。
第
二
に
、
国
債
の
「
支
消
」
は
、
年
賦
返
済
と
し
、
返
済
期
限
 
 

は
菅
田
に
任
せ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
先
の
青
田
の
要
語
が
、
お
お
よ
そ
受
入
れ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

八
月
二
十
一
日
に
、
モ
ソ
ト
ソ
ロ
ー
ズ
会
社
ほ
、
シ
ン
キ
ン
グ
・
フ
ォ
ソ
ド
の
方
法
で
公
債
を
発
行
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
計
算
し
た
 
 

〓
，
マ
）
 
 

結
果
を
、
報
告
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
費
出
直
段
七
十
八
に
て
賓
額
百
萬
封
度
の
金
高
を
挙
げ
ん
と
す
る
時
は
、
青
書
面
の
金
高
百
二
 
 

拾
八
萬
二
千
「
ポ
ソ
ド
」
の
螢
行
を
要
す
。
二
十
五
ケ
年
中
五
萬
千
二
百
八
十
封
度
宛
年
々
本
金
を
排
返
し
、
且
其
外
に
年
々
排
残
の
金
 
 

（
4
）
 
 

（
マ
マ
）
 
高
に
六
朱
の
利
息
を
排
ふ
時
、
…
…
」
と
、
「
貿
出
直
段
七
十
八
に
て
賓
額
百
菌
「
ポ
ソ
ド
」
の
金
高
を
挙
げ
ん
と
す
る
時
は
、
詔
書
面
の
 
 

（
マ
こ
 
 

金
〔
高
〕
百
二
十
八
菌
二
千
「
ポ
ソ
ド
」
の
饗
行
を
要
す
。
年
賦
金
十
萬
〇
三
宮
「
ポ
ソ
ド
」
の
定
額
を
以
て
二
十
五
ケ
年
中
本
金
を
排
 
 

（
5
）
 
 

返
し
、
遊
に
年
々
排
残
の
金
高
に
六
未
の
利
息
を
排
ふ
時
、
…
…
」
と
に
つ
い
て
計
算
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
モ
ソ
ト
ソ
ロ
ー
ズ
会
 
 

社
の
報
告
か
ら
、
実
利
を
計
算
す
る
と
、
実
利
は
お
よ
そ
八
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
も
な
る
と
考
え
た
青
田
は
、
計
算
師
の
タ
ー
カ
と
 
 

戦
前
外
債
小
史
 
 
序
 
 
 



二
四
 
 

ス
ユ
ト
ン
と
の
二
人
に
、
発
行
価
格
、
表
面
金
利
、
償
還
期
限
、
実
利
、
等
各
項
に
つ
い
て
計
算
を
依
頼
し
、
実
例
八
・
五
パ
ー
セ
ソ
ト
 
 

以
上
に
な
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
政
府
か
ら
七
分
利
付
発
行
を
条
件
と
す
る
よ
う
制
約
さ
れ
て
い
た
青
田
と
し
て
は
、
こ
 
 

の
条
件
が
緩
和
さ
れ
な
い
限
り
、
突
刺
八
分
で
発
行
を
引
受
け
る
と
申
出
る
暑
が
あ
っ
て
も
約
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
、
モ
ソ
ト
 
 

ソ
ロ
ー
ズ
会
社
と
の
談
判
は
暫
く
見
合
わ
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
 
 
 

明
治
五
年
八
月
十
四
日
に
は
、
井
上
大
蔵
大
輔
か
ら
電
信
が
届
き
、
起
債
額
を
一
千
万
円
に
減
額
す
る
こ
と
、
実
利
を
八
パ
ー
セ
ン
ト
 
 

と
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
但
し
、
償
還
期
限
は
十
五
年
、
利
子
支
払
は
発
行
後
十
五
年
、
元
金
償
還
支
払
の
開
始
は
発
行
六
年
後
に
 
 

始
め
る
よ
う
に
、
指
示
さ
れ
た
。
青
田
は
こ
れ
に
対
し
て
も
、
こ
の
条
件
で
は
約
定
は
難
し
い
と
い
う
。
更
に
期
限
は
二
十
五
年
と
し
た
 
 

い
が
、
ど
う
し
て
も
十
五
年
に
せ
よ
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
高
利
を
甘
受
す
る
も
止
む
を
得
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
。
こ
れ
が
八
月
二
十
二
 
 

（
6
）
 
 

日
付
の
青
田
の
書
簡
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
十
月
七
日
、
再
び
井
上
か
ら
青
田
へ
電
信
が
あ
り
、
募
集
額
は
四
百
万
ポ
ン
ド
、
実
額
に
し
 
 

て
一
千
万
円
、
金
利
八
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
償
還
期
限
二
十
年
乃
至
二
十
五
年
、
元
金
支
払
は
一
年
後
或
は
八
ケ
年
中
に
始
め
る
、
と
い
 
 

う
案
が
示
さ
れ
た
。
は
じ
め
に
比
べ
、
発
行
の
条
件
が
譲
歩
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
条
件
を
ゆ
る
め
、
発
行
の
実
現
を
図
っ
た
わ
け
で
あ
 
 

る
が
、
こ
の
頃
ロ
ソ
ド
ン
に
於
け
る
金
融
が
逼
迫
し
て
い
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
金
利
を
六
パ
ー
セ
ソ
ト
に
引
上
げ
て
い
た
。
こ
の
 
 

金
融
情
勢
の
下
で
ほ
、
発
行
が
い
よ
い
よ
不
利
と
な
る
こ
と
を
お
そ
れ
た
菅
田
は
、
し
ば
ら
く
成
り
行
き
を
静
観
す
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

十
一
月
二
十
四
日
に
至
り
、
モ
ソ
ト
ソ
ロ
－
ズ
社
は
再
び
見
込
書
を
届
け
る
。
そ
こ
に
は
、
七
分
利
付
よ
り
六
分
利
付
と
し
た
方
が
便
 
 

宜
で
あ
る
こ
と
、
東
洋
銀
行
の
捉
奏
す
る
七
分
利
付
、
発
行
価
格
冒
ポ
ン
ド
に
つ
き
九
十
二
ポ
ン
ド
単
に
比
べ
れ
ば
、
六
分
利
付
、
百
ポ
 
 

（
7
）
 
 

ソ
ド
に
つ
き
七
十
九
ポ
ソ
ド
で
発
行
、
二
十
五
年
償
還
の
方
が
有
利
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
 
 
 

菅
田
は
十
二
月
、
計
算
師
の
タ
ー
カ
・
パ
チ
ソ
ソ
・
ス
ユ
ト
ン
等
に
、
六
分
利
付
・
七
分
利
付
で
二
十
五
ケ
年
賦
「
元
利
混
合
済
崩
」
 
 
 



で
、
悪
制
が
ど
か
ほ
ど
に
な
る
か
を
計
降
さ
せ
て
い
る
り
 
そ
の
紙
製
は
第
Ⅳ
豪
銅
よ
う
で
あ
り
ト
山
川
W
 
 
 

嚢
の
中
、
華
慣
証
凝
藤
ヰ
1
か
ら
8
ま
で
は
奴
－
カ
、
9
か
ゎ
㍑
悉
で
ほ
パ
矛
ソ
y
、
ほ
か
㍍
柑
璧
で
ほ
鼠
温
ト
ン
卵
拍
㍍
た
加
療
ヰ
 
 

あ
る
√
ゝ
 
新
外
観
の
発
行
条
件
が
、
嚢
の
1
9
に
も
り
と
も
近
い
よ
う
や
叫
あ
る
か
ら
、
元
魚
皆
済
悪
で
∴
巨
泥
年
数
過
ピ
、
政
府
ほ
年
平
均
 
 

・
八
・
〇
四
パ
‡
セ
ン
ト
の
璧
効
金
利
を
負
担
す
る
こ
と
と
な
り
た
即
で
あ
ろ
う
か
n
 
 
 

十
二
月
中
細
に
至
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
が
金
利
を
尤
・
五
パ
ー
セ
ソ
ト
 
咄
明
治
六
隼
．
月
 巨
ヒ
‖
付
、
な
隈
・
井
上
・
渋
沢
宛
、
 
 

吉
田
の
番
簡
に
ほ
五
パ
ー
セ
ソ
ト
）
 
に
引
き
下
げ
た
の
で
、
吉
川
は
明
治
ぺ
隼
正
月
、
東
洋
銀
行
支
配
人
鼠
争
乱
ア
症
ト
に
、
公
機
先
紺
 
 

の
手
続
き
を
始
め
る
よ
う
申
し
入
れ
た
の
で
あ
り
た
＝
一
月
四
‖
か
ら
、
東
洋
銀
行
に
よ
り
て
準
鮪
が
進
め
ら
離
、
ヒ
分
利
で
、
発
行
旛
 
 

格
宵
ポ
ン
ド
に
つ
き
九
十
一
か
ら
九
十
一
止
ポ
ソ
ド
で
発
行
す
る
こ
と
と
L
た
門
も
”
と
も
吋
で
の
後
あ
、
粛
蘭
愈
利
を
吏
∴
…
東
ソ
紅
ふ
㌻
 
 
 

た
ガ
が
よ
い
の
か
、
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
た
カ
が
よ
い
の
か
閑
地
に
な
り
げ
し
い
る
・
．
魔
洋
銀
行
の
ス
靖
ふ
ア
ル
ト
ら
に
ょ
れ
ば
、
都
岡
の
 
 
 

旧
外
濯
が
発
行
さ
れ
た
の
は
、
燦
々
三
東
南
㌫
こ
と
で
あ
り
、
将
来
は
ペ
パ
ー
セ
y
ト
・
五
パ
ー
セ
ア
ト
鱒
利
付
発
行
も
可
虚
妄
長
窓
あ
 
 

か
も
し
れ
な
い
が
、
今
回
ほ
ヒ
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
の
が
妥
当
だ
と
い
う
こ
と
で
、
結
局
b
パ
ー
セ
ン
ト
に
落
番
い
た
の
で
あ
り
た
 
r
 
 
 

と
こ
ろ
で
蘭
洋
銀
行
に
よ
り
て
、
発
行
の
手
続
き
が
進
め
ら
か
で
ー
い
た
∵
月
十
日
付
憑
、
を
ソ
ー
、
y
P
！
労
金
祉
か
｛
わ
青
田
に
杭
遜
の
 
 

手
駄
が
寄
せ
ら
れ
た
ひ
そ
の
中
で
考
ソ
ト
ソ
ロ
－
ズ
枇
ほ
、
折
角
の
わ
が
社
の
見
込
裾
に
対
し
て
何
の
問
答
も
な
い
銅
や
、
名
浄
が
痛
亮
 
 

傷
っ
け
ら
れ
た
。
山
路
ど
う
し
た
わ
け
か
と
い
り
て
い
る
＝
こ
れ
に
射
十
ぶ
上
声
悶
ほ
、
戯
亀
払
、
薫
ソ
1
「
ソ
ロ
－
ガ
祉
の
見
込
霧
に
あ
る
 
 

粂
件
に
比
べ
て
、
瀧
澤
銀
行
が
申
出
た
七
分
利
付
の
轟
件
の
ガ
が
有
利
で
あ
る
、
そ
こ
で
寵
洋
銀
行
に
番
託
す
る
こ
と
と
卜
た
と
い
う
釈
 
 

爪
8
）
 
 

明
を
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
雷
Ⅲ
自
身
は
、
し
ハ
分
利
付
で
、
発
行
価
格
を
八
十
二
位
に
し
た
カ
が
、
‖
ホ
の
い
用
の
現
状
か
ら
し
て
も
妥
 
 

当
だ
と
、
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
招
魂
洋
銀
行
の
支
配
人
筑
酢
晶
ア
ル
ト
吋
で
の
他
聞
遺
の
睾
張
は
、
七
分
発
行
を
十
全
と
す
る
も
の
で
 
 

戦
前
外
賦
小
史
 
 
序
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七
、
新
公
債
発
行
 
 

委
託
を
受
け
た
束
洋
銀
行
は
、
広
く
公
衆
か
ら
鯵
施
す
る
こ
と
と
し
、
藤
鍛
練
僚
ほ
、
薬
撹
二
首
四
十
方
ポ
ン
ド
、
邦
貨
に
換
算
し
て
 
 

†
百
七
十
一
万
二
千
門
へ
英
金
∵
ホ
ン
ド
に
り
き
漁
期
円
八
十
八
鈍
で
換
解
W
、
基
発
行
価
格
ほ
、
蘭
画
百
ポ
ン
ド
に
つ
き
九
十
二
ボ
ン
 
 

二
し
し
 
 
 

あ
っ
た
し
、
ま
た
本
国
政
府
か
ら
も
七
分
利
付
で
発
行
し
、
実
利
は
八
分
を
超
え
な
い
よ
う
に
、
と
の
指
示
も
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
 
 

（
9
）
 
 

吉
田
は
、
「
衆
論
モ
七
朱
之
方
二
郎
シ
優
勢
ナ
レ
バ
不
和
山
部
ヒ
来
ウ
し
施
工
屈
服
 
（
信
服
二
非
ズ
）
 
シ
タ
リ
」
と
述
べ
て
い
る
。
吉
田
と
 
 

し
て
は
納
得
の
い
か
ぬ
ま
ま
、
七
分
利
付
発
行
に
踏
み
切
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
六
分
利
付
発
行
に
か
な
り
執
瀞
し
て
い
た
よ
う
で
、
 
 

（
1
0
）
 
 

「
劣
生
ニ
オ
ヰ
テ
ハ
矢
倣
六
朱
ノ
方
可
然
卜
存
居
候
併
誤
見
歎
難
計
将
来
マ
ー
ケ
ッ
ト
之
凍
況
ヲ
以
テ
凝
ス
ヘ
シ
ト
存
俵
」
と
言
っ
て
い
 
 

る
の
ほ
、
六
分
利
付
発
行
を
妥
当
と
す
る
吉
田
の
自
信
の
穆
な
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
・
り
か
。
 
 

′■●■、   √‾、、・  ｛＼  ′√、ヽ   ■m、  ノ 【 ヽ   ′へ    （ 、 ′‾ヽヽ  〆一 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
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『
壌
成
』
第
十
巻
八
四
ペ
ー
ジ
。
 
 

『
鍛
成
』
第
十
巻
、
九
〇
ペ
ー
ジ
。
 
 

『
集
成
』
窮
十
巻
、
九
五
ペ
ー
ジ
に
は
、
∵
八
二
二
牛
と
あ
る
。
 
 

『
鮨
成
』
第
十
巻
、
一
一
四
ペ
ー
ジ
。
 
 

『
簾
成
』
第
十
巻
、
一
叫
五
ペ
ー
ジ
。
 
 

『
集
成
』
約
十
巻
、
一
一
二
ニ
ペ
ー
ジ
。
 
 

『
集
成
』
第
十
巻
、
山
四
一
～
一
四
二
へ
ー
ジ
。
 
 

『
集
成
』
第
十
巻
、
叫
四
七
ぺ
ー
、
シ
。
 
 

『
明
治
財
政
史
1
出
第
八
巻
、
昭
和
二
軍
、
六
∴
ヒ
ペ
ー
・
㌔
 
 

9
に
同
じ
。
 
 



二
八
 
 

戦
前
外
債
小
史
 
序
 
 

ド
十
シ
リ
ン
グ
と
定
め
、
一
月
十
三
日
に
な
っ
て
、
寺
島
全
権
公
使
同
行
の
上
、
東
洋
銀
行
で
諸
手
続
き
を
終
え
、
公
債
発
行
の
約
定
が
 
 

成
立
し
た
。
そ
こ
で
公
祭
文
が
作
成
発
表
さ
れ
、
募
集
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
公
告
文
ほ
長
大
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
一
部
を
 
 

（
1
）
 
 

示
す
に
留
め
る
が
次
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
 

「
公
告
文
 
 
 

日
本
天
皇
政
府
七
朱
公
債
 
 
 

一
千
八
百
七
十
二
年
三
月
二
十
三
日
拉
同
年
九
月
二
十
二
日
付
日
本
天
皇
陛
下
ノ
勅
旨
ヲ
以
テ
許
可
ヲ
得
ク
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
こ
の
あ
 
 
 

と
、
七
朱
公
債
発
行
の
条
件
等
が
、
詳
細
に
記
さ
れ
、
続
い
て
、
「
此
公
債
ノ
目
途
ハ
従
釆
諸
族
二
給
輿
シ
釆
リ
タ
ル
線
米
ヲ
正
金
ニ
 
 
 

テ
買
上
ケ
ン
カ
タ
メ
ナ
リ
但
シ
政
府
ニ
テ
右
線
米
ヲ
買
上
ル
ハ
最
常
然
ノ
理
ナ
リ
 
右
公
債
ハ
全
ク
天
皇
政
府
ノ
歳
入
ヲ
檜
サ
ン
カ
馬
 
 
 

メ
ニ
募
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
噂
高
ハ
公
債
ノ
利
息
遊
ニ
「
シ
ン
キ
ン
グ
フ
ォ
ン
ト
」
ノ
年
賦
排
高
二
比
ス
レ
ハ
莫
大
ノ
飴
分
ア
ル
ヘ
シ
此
 
 
 

飴
分
ハ
政
府
ニ
テ
眈
二
取
掛
リ
タ
ル
工
作
ヲ
成
就
シ
或
ハ
引
綬
キ
興
行
ス
ヘ
キ
有
益
工
事
ノ
用
二
供
セ
ン
ト
ス
」
こ
の
あ
と
、
こ
の
債
 
 
 

券
の
抵
当
の
説
明
が
あ
り
、
元
利
返
済
に
つ
い
て
、
危
惧
す
る
と
こ
ろ
は
無
い
こ
と
を
示
し
た
あ
と
、
日
本
政
府
の
外
債
が
、
日
本
の
 
 
 

開
発
に
極
め
て
重
要
な
貢
献
を
し
て
い
る
こ
と
に
触
れ
、
「
元
来
日
本
政
府
二
於
テ
敬
行
シ
タ
ル
公
債
ハ
則
織
道
建
築
ノ
薦
メ
一
千
八
 
 
 

百
七
十
年
敏
行
ノ
海
関
税
抵
官
公
債
百
寓
封
度
而
已
ナ
リ
右
繊
遷
ノ
ー
部
ハ
眈
二
開
キ
テ
内
外
交
易
ノ
用
ヲ
便
シ
日
本
国
ノ
商
法
並
二
 
 
 

歳
入
二
於
テ
大
ナ
ル
利
益
ア
リ
」
最
後
に
、
申
込
手
続
き
の
扱
い
に
、
東
洋
銀
行
が
当
る
こ
と
、
そ
の
他
事
務
的
な
こ
と
が
記
さ
れ
て
 
 
 

い
る
。
束
洋
銀
行
の
公
告
文
は
、
大
要
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
公
債
を
募
集
し
た
頃
は
、
我
が
国
が
ま
だ
十
分
に
ロ
ソ
ド
ン
で
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
借
用
も
低
か
っ
た
の
で
、
日
本
の
公
債
発
行
 
 

に
つ
い
て
、
論
難
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
特
に
或
る
経
済
専
門
誌
は
、
日
本
の
経
済
状
勢
一
般
が
、
不
透
明
で
あ
り
、
今
回
新
し
く
募
 
 
 



こ
の
後
、
明
治
三
十
二
年
に
は
第
一
回
四
分
利
付
英
貨
公
債
が
発
行
さ
れ
、
つ
ぎ
に
日
露
観
繚
調
達
を
目
的
と
し
て
、
明
治
三
十
七
年
 
 

六
分
利
付
公
債
が
、
六
月
と
十
二
月
と
に
発
行
さ
れ
た
。
こ
の
衝
に
当
っ
た
の
が
日
本
銀
行
副
総
裁
高
橋
盈
滑
で
あ
っ
た
。
高
橋
は
財
務
 
 

二
九
 
 
 

集
さ
れ
る
公
債
の
発
行
目
的
も
、
明
ら
か
で
な
い
な
ど
の
論
説
を
掲
げ
、
人
々
に
不
安
の
心
を
起
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
 
 

為
募
集
が
困
姓
に
陥
る
の
で
は
な
い
か
と
、
憂
慮
さ
れ
た
が
、
募
集
が
、
時
宜
を
得
て
い
た
の
か
、
そ
の
方
法
が
適
切
で
あ
っ
た
の
か
、
 
 

何
れ
に
せ
よ
や
が
て
こ
れ
ら
の
反
対
論
は
勢
い
を
失
う
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
募
集
ほ
、
大
変
な
好
評
を
以
て
市
場
に
迎
え
ら
れ
た
。
 
 

困
に
い
え
ば
、
応
募
額
の
総
計
は
、
英
貨
九
百
六
十
六
万
四
千
九
宙
ポ
ン
ド
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
募
集
額
二
百
四
十
万
ポ
ソ
ド
を
ほ
る
か
 
 

に
超
え
、
は
じ
め
に
憂
慮
さ
れ
て
い
た
の
と
は
反
対
に
、
思
わ
ぬ
好
結
果
で
あ
っ
た
。
 
 
 

な
お
青
田
が
、
明
治
六
年
一
月
十
七
日
付
で
、
大
隈
・
井
上
・
渋
沢
宛
に
出
し
た
手
紙
の
上
で
、
公
債
発
行
直
後
の
ロ
ン
ド
ン
市
場
に
 
 

つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
報
告
を
し
て
い
る
。
 
 
 

「
昨
十
五
日
後
我
新
公
債
之
責
累
九
十
四
以
上
二
昇
り
最
早
登
米
半
ヨ
リ
萱
朱
四
分
之
三
許
之
打
金
有
之
昨
日
午
後
之
襲
買
ニ
チ
ハ
九
 
 

十
四
半
ヨ
リ
九
十
四
卜
四
分
之
三
二
至
レ
リ
笛
地
之
「
マ
ー
ケ
ッ
ト
」
ニ
於
テ
モ
至
テ
評
判
宜
充
分
之
都
合
二
御
座
候
此
公
債
ノ
ー
畢
ヲ
 
 

以
テ
モ
我
邦
ノ
「
ク
レ
ヂ
ツ
ト
」
ノ
光
栄
漸
次
旺
盛
二
至
り
候
ヲ
ト
ス
ル
ニ
足
侯
儀
卜
存
候
間
御
安
慮
被
下
度
奉
存
侯
…
…
前
條
之
通
公
 
 

債
談
判
首
尾
能
相
整
候
得
ト
モ
公
債
叢
書
触
造
之
上
拙
生
調
印
イ
タ
シ
之
ヲ
加
入
之
債
主
へ
配
輿
不
致
俵
而
者
眞
之
結
局
二
到
り
不
申
候
 
 

（
2
）
 
 

右
公
債
謹
書
〔
は
〕
一
菌
二
三
千
枚
二
及
フ
ヘ
ク
左
ス
レ
ハ
早
ク
ト
キ
従
今
一
箇
月
学
位
ハ
相
掛
可
申
卜
存
侯
」
 
 
 

T
）
 
『
明
治
財
政
史
』
第
八
巻
、
六
一
九
－
六
二
二
ペ
ー
ジ
。
 
 
 

（
2
）
 
『
明
治
財
政
史
』
第
八
巻
、
六
二
七
－
六
二
八
ペ
ー
ジ
。
 
 

＊  

＊  

＊  

＊  



戦
前
外
僚
小
史
 
序
 
 

三
〇
 
 

官
と
し
て
ロ
ソ
ド
ン
に
赴
き
、
多
く
の
困
難
を
排
除
し
障
壁
を
乗
り
越
え
、
募
集
を
成
功
に
導
い
た
の
で
あ
っ
た
。
菅
田
と
高
橋
と
が
、
 
 

政
府
の
望
み
に
概
ね
副
う
条
件
で
、
外
債
の
募
集
を
成
功
の
裡
に
収
め
た
の
で
あ
っ
た
が
、
膏
訂
と
高
橋
と
が
当
面
し
た
情
況
ほ
興
っ
て
 
 

い
た
。
 
 
 

吉
田
は
、
維
新
政
府
の
財
政
が
ま
だ
確
立
す
る
に
至
っ
て
い
な
か
っ
た
中
で
、
政
府
買
上
の
禄
米
を
担
保
と
し
て
の
募
債
で
あ
っ
た
。
 
 

し
か
も
わ
ず
か
二
年
前
に
、
旧
外
債
が
発
行
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
青
田
の
『
見
込
薔
』
ほ
、
禄
米
が
担
保
と
し
て
十
分
で
あ
る
こ
 
 

と
を
示
し
て
い
る
が
、
吉
田
が
英
・
米
留
学
中
に
得
た
理
財
の
才
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
青
田
は
理
財
を
担
当
す
る
 
 

特
命
理
事
官
で
あ
り
、
交
渉
の
途
次
、
本
国
政
府
に
発
行
条
件
の
譲
歩
を
要
諦
し
、
そ
の
許
し
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
青
田
 
 

の
綿
密
な
理
財
の
才
が
、
募
集
を
誤
る
こ
と
な
く
、
成
功
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
高
橋
は
、
既
に
横
浜
正
金
銀
行
の
副
頭
取
を
経
て
、
日
 
 

本
銀
行
副
総
裁
の
地
位
に
あ
り
、
外
債
募
集
の
財
務
官
と
し
て
渡
英
し
た
。
吉
田
と
異
り
、
英
国
に
知
己
が
あ
り
、
こ
れ
を
介
し
て
多
く
 
 

の
銀
行
家
、
資
本
家
、
実
業
家
の
中
に
友
人
、
知
人
を
得
て
い
た
。
し
か
し
、
日
清
戦
争
に
勝
利
を
収
め
た
後
と
ほ
い
え
、
日
本
ほ
、
ま
 
 

だ
英
国
に
は
、
た
だ
東
洋
の
小
国
と
し
て
映
じ
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
な
お
残
る
人
種
偏
見
が
、
黄
色
人
種
の
日
本
に
対
し
て
同
情
 
 

は
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
日
本
が
白
色
人
種
ロ
シ
ア
に
勝
利
を
得
よ
う
と
は
、
考
え
及
ば
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
高
橋
の
努
力
 
 

は
、
こ
の
よ
う
に
英
国
の
、
し
か
も
上
層
階
級
の
人
々
に
あ
る
、
日
本
に
対
す
る
偏
見
や
、
無
理
解
を
除
く
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
 
 

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
本
国
か
ら
の
性
急
な
催
促
を
受
け
な
が
ら
、
高
橋
の
焦
躁
は
察
す
る
に
余
り
あ
る
。
こ
れ
ら
の
困
難
を
超
え
 
 

て
、
募
集
さ
れ
た
「
第
一
回
六
分
利
付
英
貨
公
債
」
は
、
当
初
の
予
想
を
は
る
か
に
こ
え
る
応
募
を
み
た
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

青
田
ほ
、
そ
の
理
財
の
才
に
長
じ
た
能
吏
と
し
て
、
そ
の
綿
密
な
償
還
計
画
を
樹
て
、
成
功
を
得
た
。
高
橋
は
、
そ
の
風
貌
か
ら
も
察
 
 

せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
荘
洋
と
し
た
中
に
、
人
の
信
を
繋
ぎ
得
る
人
徳
を
備
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
高
橋
に
し
て
、
は
じ
め
て
英
国
 
 
 



人
の
間
に
日
本
へ
の
信
を
獲
得
し
得
て
、
募
集
を
成
功
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

T
）
 
高
橋
是
清
・
上
壕
司
編
『
高
橋
是
清
自
伝
』
上
・
下
、
中
公
文
庫
、
昭
和
五
十
一
年
、
特
に
下
巻
、
一
〇
ニ
ペ
ー
ジ
以
下
。
 
 

〔
追
記
〕
戦
前
の
本
邦
外
債
研
究
、
こ
れ
に
関
連
し
て
吉
田
構
成
の
研
究
は
、
故
高
垣
寅
次
郎
一
橋
大
学
名
替
教
授
の
、
金
融
学
会
で
の
 
 

講
演
が
示
唆
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
文
部
省
か
ら
科
学
研
究
費
の
助
成
も
得
た
が
、
満
足
で
き
る
成
果
を
挙
げ
ら
れ
な
い
ま
ま
、
徒
に
日
 
 

を
送
っ
た
。
此
度
筑
波
大
学
を
去
る
に
当
り
、
最
終
清
義
に
代
え
、
い
わ
ば
紙
上
講
義
の
心
算
で
書
い
た
。
資
料
に
つ
い
て
の
註
記
が
不
 
 

統
一
で
あ
る
理
由
は
、
私
の
注
意
が
行
届
か
ぬ
こ
と
に
由
る
が
、
最
終
講
義
の
原
稿
に
加
筆
し
た
と
い
う
理
由
も
あ
る
。
 
 
 

さ
て
、
こ
の
研
究
に
対
し
て
、
資
料
提
供
等
、
多
く
の
方
々
か
ら
御
助
力
を
賜
っ
た
。
順
不
同
な
が
ら
、
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
言
葉
 
 

に
代
え
た
い
。
農
林
漁
業
金
融
公
庫
副
総
裁
官
本
保
孝
氏
、
創
価
大
学
教
授
飯
田
一
彦
氏
、
鹿
児
島
県
立
大
島
高
等
学
校
前
田
浩
海
氏
、
 
 

米
国
加
州
銀
行
東
京
支
店
長
故
万
年
埋
氏
、
そ
し
て
、
大
蔵
省
図
書
室
の
方
々
で
あ
る
。
ま
た
、
私
事
に
亙
り
恐
縮
で
あ
り
、
些
か
遮
循
 
 

も
あ
る
が
、
愚
妻
と
三
人
の
豚
児
と
に
も
謝
意
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
字
を
読
み
書
き
で
き
ぬ
私
に
代
っ
て
、
こ
れ
ら
の
任
に
当
っ
た
の
 
 

は
、
妻
と
息
と
で
あ
っ
た
。
妻
は
、
経
済
学
に
つ
い
て
は
全
く
知
識
を
持
た
ぬ
、
い
わ
ゆ
る
専
業
主
婦
で
あ
る
。
私
は
時
に
、
苛
立
ち
、
 
 

怒
声
を
発
し
、
罵
声
を
浴
び
せ
た
。
妻
は
そ
れ
に
耐
え
か
ね
、
一
再
な
ら
ず
筆
を
掬
っ
た
。
い
ま
兎
も
角
仕
事
を
終
え
た
。
わ
が
家
の
高
 
 

声
も
消
え
た
。
感
無
量
で
あ
る
。
心
の
残
る
出
来
で
あ
る
が
、
寛
恕
を
お
餅
い
し
た
い
。
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